
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

許 可 番 号

　

０ ０３４１０１ ２９７３

　　　　

産

　

業

　

廃

　

棄

　

物 処

　

分

　

業

　

許

　

可

　

証

住

　

所

　　

岩手県盛岡市羽場１３地割３０番地１１

氏

　

名

　　

株式会社東北ターボ工業

　

代表取締役

　

生内

　

一晶

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第６項の許可を受けた者であることを

証する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

疑 違一等“－－メド３鱒二麗筆，Ｉ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｅギノノ慧捌き
ｙた－－謙警副

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

扇ぎ≧ご＊ガ コ

　　　　　　　　　　　　　　　

岩 手 県 知 事

　

達

　

増

　

拓

　

也 －

　　　

墓ず》曹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ≧喜ぶ祷碁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

；

　　　　　　　　　

ルー；

　　　　　　　　　　　　　　

謝！自主ーきき輔導瞬号輔導書

　

許 可 の年月 日

　　　　　

令 和 元 年

　

６月 １ ４日

　

許可の有効年月 日

　　

令和

　

６年

　

６月 １３日

１， 事業の範囲
（１） 中間処理 （沈殿分離処理）

　　

取扱う産業廃棄物 （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）

　　

・汚泥 （無機性汚泥に限る。）

　

以下余白
（２） 中間処理 （活性汚泥処理）

　　

取扱う産業廃棄物 （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）

　　

・汚泥 （有機性汚泥に限る。）

　　

・動物のふん尿

　

以下余白
（３） 中間処理 （発酵堆肥処理）

　　

取扱う産業廃棄物 （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）

　　

・汚泥 （有機性汚泥に限る。）

　　

・動植物性残さ

　　

・動物のふん尿

　

以下余白
（４） 中間処理 （移動式脱水施設による脱水処理）

　　

取扱う産業廃棄物 （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）

　　

・汚泥

　

以下余白
（５） 中間処理 （造粒固化施設による固化処理）

　　

取扱う産業廃棄物 （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）

　　

・汚泥 （土壌環境基準に適合する無機性汚泥に限る。）

　

以下余白
（６） 最終処分 （埋立処分）

　　

取扱う産業廃棄物 （特別管理産業廃棄物であるものを除く。）

　　

・燃 え殻

　　

・汚泥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（以 下、 裏 面 記 載）



　　

・廃 プラス チック 類

　　

・ガラスくず、 コンクリートくず （工作物の新築、 改築又は除去に伴って生じたものを除く。）

　　　

及び陶磁器くず

　　

・鉱 さ い

　　

・がれき 類

　　

・ ばい じん

　　

・産業廃棄物を処分するために処理したもの

　

以下余白

２， 事業の用に供するすべての施設
（１） 沈殿分離及び活性汚泥処理

ア

　

設置場所

　　　　

岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割２番５１７及び６１０
イ

　

設 置年月 日

　　　　

昭和５７年６月１日
ウ 処理 能力

　　　　　

３０ ｍ３／日

エ

　

設置許可年月日

　

－ （設置許可対象外施設）
オ

　

設置許可番号

　　

－ （設置許可対象外施設）
力

　

保管施設

　　　　

別表のとおり
（２） 発酵堆肥処理施設１

　

ア

　

設置場所

　　　　

岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割２番１２０及び２２ ２

　

イ

　

設 置年月 日

　　　　

平成４年 １ ２月 ２０日

　

ウ

　

処理能力

　　　　　

汚泥 （有機性汚泥に限る。）、 動植物性残さ、 動物のふん尿

　

３０ｍ３／日

　

エ

　

設置許可年月日

　

－ （設置許可対象外施設）

　

オ

　

設置許可番号

　　

－ （設置許可対象外施設）

　

力

　

保管施設

　　　　

別表のとおり

（３） 発酵堆肥処理施設□

　

ア

　

設置場所

　　　　

岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割２番１２１、 ２２ ３、 １ ２ ６６及び
　　　　　
マメ二言
　　　

　

　

１ ２

　

６

　

７

イ

　

設置年月日 平成２５年 １１、月 １日
ウ

　

処理能力

　　　　

汚泥 （含水率８５％以下の有機性汚泥に限る。）、 動植物性残さ
１ ３． ２ ４ｍ３／ 日

エ

　

設置許可年月日

　

－ （設置許可対象外施設）
オ

　

設置許可番号

　　

－ （設置許可対象外施設）

　

力

　

保管 施設

　　　　

別表 のとおり

（４） 移動式脱水施設

　

ア

　

設置場所

　　　　

盛岡市を除く岩手県内の排出事業場（駐機場：岩手県紫波郡矢巾町広宮沢
第１地割２番１２２）

イ

　

設置年月日

　　　

平成９年１２月１日
ウ

　

処理 能力

　　　　　

ｌｏｏｍ３／ 日 （１２， ５ｍ‐
３／時間）

エ

　

設置許可年月日

　

平成９年１１月 ２７日
オ

　

設置許可番号

　　

第１－５号
（５） 造粒固化施設

ア 設置場所
・（固定式）

　　　

岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割２番１２１
・（移動式）

　　　

盛岡市を除く岩手県内の排出事業場 （駐機場：岩手県紫波郡矢巾町広宮沢

　　　　　　　　

第１地割 ２番 １２２）
イ

　

設置年月日
・（固定式） 平成２７年５月 １５日
・（移動式） 平成１４年５月２７日

　

ウ

　

処理 能力

　　　　

１２０ｍ３／日 （１５ｍ３／ 時間）

　

エ

　

設置許可年月日

　

－ （設置許可対象外施設）

　

オ

　

設置許可番号

　　

－ （設置許可対象外施設）
（６） 埋立施設 （管理型）

　

ア

　

設置場所

　　　　

岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割２番１１３

　

イ

　

設 置 年月 日

　　　　

昭和 ５７年３月 ２０日

　

ウ

　

埋 立地の面積

　　

３， １０６請 （全体面積３， ５８３１ｄ）

　

エ

　

埋 立容 量

　　　　　

１２， ４ ２ ４， ０ ｏ ｍ３

オ

　

設置許可年月日

　

昭和５７年４月 ２７日
力

　

設置許可番号

　　

環７１号
以下余白

（以下、 ２



３，許可の条件
（１） 移動式脱水施設による汚泥の脱水に伴う離脱液は、 汚泥排出事業場内の排水処理施設で処理す

　

る方式に限る。
（２） 造粒固化処理は、 同処理により生じるものを最終処分場以外の場所に処分する場合は、 オデッ

　

サテクノス ㈱ＯＭＲ一Ｇ５ ０ ０Ｄ 型 による処理に限る。

　

以下余白

４， 許可の更新又は変更の状況
昭和６３年 ６月 １４日

　

当初許可
平成

　

６年 ６月１４日

　

更新許可
平成

　

９年

　

３月 ２５日

　

事業範囲の変更許可 （中間処理 （発酵堆肥処理） を追加したこと。）
平成１０年

　

６月

　

８日

　

変更届出書受理 （本店所在地を岩手県盛岡市中太田泉田２０番地から

　　　　　　　　　

変 更 したこ と。）

平成１１年 ６月１４日

　

更新許可
平成１４年

　

８月 ２９日

　

変更届出書受理 （中間処理 （移動式脱水施設による脱水処理） を追加
したこと。）
事業範囲の変

を追加したこと。）
平成１５年

　

３月１４日

　

事業範囲の変更許可（中間処理（移動式造粒固化施設による固化処理）

平成１６年 ６月１４日

　

更新許可
平成２１年 ６月１４日

　

更新許可
平成２１年

　

７月 ２８日

　

変更届出書受理 （保管施設の概要を変更したこと。）
平成２１年

　

７月 ２９日

　

変更届出書受理 （事業の範囲から動植物性残さの中間処理 （沈殿分離

　　　　　　　　　　

及び活性汚泥処理、 脱水処理、 中和処理） を削除したこと。）

平成２１年

　

８月１７日

　

変更届出書受理 （保管施設の概要を変更したこと。）
平成２６年

　

６月

　

２日 変更届出書受理

　　　　　　　　　　　

（１） 発 酵 堆肥処 理施設 を１施設追加 したこと。

　　　　　　　　　　　

（２） 保管施設の概要を変更 した こと。
平成２６年 ６月 １４日

　

更新許可
平成２６年

　

６月 １９日

　

変更届出書受理 （移動式脱水施設を１施設廃止したこと。）
平成２７年

　

５月 １９日

　

変更届出書受理 （保管施設の概要を変更したこと。）
平成２７年

　

８月 １０日

　

事業範囲の変更許可（中間処理（固定式造粒固化施設による固化処理）

　　　

　

　

　　

　　
ゞ

　

もご

　　　　 を追加したこと。）
平成２７年１１月 ２４日

　

変更届出書受理 （事業の範囲から汚泥 （無機性汚泥を除く。）、 動物の

　　　　　　　　　　

ふん尿の中間処理 （沈殿分離処理） を削除したこと。）

平成２９年１０月３１日

　

変更届出書受理 （代表者を生内邦雄から変更したこと。）
令和

　

元年 ６月１４日

　

更新許可
令和

　

５年１１月２０日

　

変更届出書受理

　　　　　　　　　　　

（１） 事業の範囲から汚泥、 動物のふん尿の中間処理 （脱水処理） を

　　　　　　　　　　　

削 除 し た こ と。

　　　　　　　　　　　

（２） 事業の範囲から廃酸、 廃アルカリの中間処理 （中和処理） を削

　　　　　　　　　　　

除 し た こ と。
（３） 事業の用に供する施設を変更したこと。
（４） 保管施設の概要を変更したこと。

令和

　

５年１２月 ２７日

　

変更届出書受理 （本店所在地を岩手県盛岡市下太田田中１番地２から

　　　　　　　　　

変更 したこと。）

以下余白

規則第１０条の４第５項の規定による許可証の提出の有無

　

無

以下余白
５

（以下、 裏面記載）



［別表 （保管施設の概要）］

１

　

沈殿分離及び活性汚泥処理施設、 発酵堆肥処理施設に係るもの
所在地：岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割２番５１７、 ３３ ２、 １ ２ １、 ２ ２３

区

　

分 廃棄物の種類
保管高さ

　

（ｍ）

保管面積

　

（Ｉの

保管体積

　

（Ｉｄ）
保管重量
（ｔ）

備

　

考

処分のため
の

　

保

　

管

汚泥（有機性）
動植物性残さ
動物のふん尿

３，３５ １８．３６ ５０，Ｏ ビット内保管

３．３５ １８，３６ ５０，Ｏ ビット内保管

３，３５ １８，３６ ５０，Ｏ ビット内保管

２，Ｉ １３５，９６ ２５２，Ｏ ビット内保管

汚泥 （無機性）

２，５

１１０，９４

１２５，Ｏ ビット内保管

２，５ １２５，Ｏ ビット内保管

２，５

１１０，９４

１２５，Ｏ ビット内保管

２．５ １２５，Ｏ ビット内保管

２

　

発酵堆肥処理施設に係るもの

所在地：岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割２番３３ ２、 ２ ２ ３、 １ ２ ０

区

　

分 廃棄物の種類
保管高さ

　

（ｍ）

保管面積

　

（司）
保管体積

　

（ボ）
保管重量

（ｔ）
備

　

考

処分 の た め
の

　

保

　

管

汚泥（低含水の
有機性汚泥）、
動植物性残さ

１．５ ７８，Ｏ ９８，３

堆肥原料保管場所
Ｂス トツク ヤー ド

（コンクリート床）

処 分 後

　

の

保

　　　　

管
製品置場

１，５ ７７，５ ９７，６６
ス トツクヤ ー ド

（コンクリート床）

１，５ ７８．Ｏ ９８，８３
ス トツク ヤー ド

（コンクリート床）

３，Ｉ ６３，４９５ １４７，８２４
ス トツク ヤー ド

（コンクリート床）

３

　

造粒固化施設に係るもの
所在地：岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割２番１２１

区

　

分 廃棄物の種類
保管高さ

　

（ｍ）
保管面積

　

（ボ）
保管体積

　

（１ｄ）
保管重量

（ｔ）
備

　

考

処分のため
の

　

保

　

管

汚泥（土壌環境
基準に適合す
る無機性汚泥
に限る。）

２，５ ９４，３４ ２００，００ ２８０ ビット内保管

処 分 後

　

の
保

　　　　

管
製品置場 ２，７ ４５４，０６ ９９９，２４３

ス トツク ヤー ド

（コンクリート床）


